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【手続補正書】
【提出日】平成30年2月9日(2018.2.9)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】請求項１３
【補正方法】変更
【補正の内容】
【請求項１３】
　第１対象画像中のＲＯＩ（関心領域）と第２対象画像とを合成する画像合成処理に使用
するデータを出力するデータ供給システムを備え、
　前記第２対象画像は前記第１対象画像と相似形を成し、前記第１対象画像に対する前記
第２対象画像の相似比が１以下であり、
　前記データ供給システムは、
　　前記第１対象画像のデータである第１対象画像データに対して、予め設定された初期
の分解レベルまで、ウエーブレット変換を行うことによって、第１ウエーブレット係数デ
ータを生成する、ウエーブレット変換部と、
　　前記第１ウエーブレット係数データについて前記ＲＯＩに関与するＲＯＩ係数と非Ｒ
ＯＩに関与する非ＲＯＩ係数とを判別するためのマスクのデータであるマスクデータを生
成するマスク生成処理を行う、マスク生成部と、
　　前記マスクデータに基づいて前記第１ウエーブレット係数データ中の前記ＲＯＩ係数
と前記非ＲＯＩ係数とを判別し、前記非ＲＯＩ係数が０になるように前記第１ウエーブレ
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ット係数データに対して量子化を行い、それにより量子化ウエーブレット係数データを生
成する、量子化部と、
　　前記量子化ウエーブレット係数データを符号化して符号化データを生成する符号化部
と、
　　前記符号化データから符号化ビットストリームを生成するビットストリーム生成部と
を含み、
　前記画像合成処理は、
　　前記符号化ビットストリームから前記符号化データを抽出するビットストリーム解析
処理と、
　　前記符号化データを復号化して前記量子化ウエーブレット係数データを生成する復号
化処理と、
　　前記量子化ウエーブレット係数データを構成する各データの値が０であるか否かを判
別することによって、前記量子化ウエーブレット係数データ中の前記ＲＯＩ係数と前記非
ＲＯＩ係数とを判別し、判別結果に基づいて前記初期の分解レベルの前記マスクデータを
再現する、マスク再現処理と、
　　前記量子化ウエーブレット係数データに対して逆量子化を行うことによって、前記初
期の分解レベルの前記第１ウエーブレット係数データを生成する、逆量子化処理と、
　　前記第１ウエーブレット係数データおよび前記マスクデータを、前記初期の分解レベ
ルから第１の分解レベルに変換する、分解レベル変換処理と、
　　前記第２対象画像のデータである第２対象画像データに対して、前記第１の分解レベ
ルおよび前記相似比に応じて決まる第２の分解レベルまで前記ウエーブレット変換を行う
ことによって、第２ウエーブレット係数データを生成する、ウエーブレット変換処理と
を含み、
　前記第１ウエーブレット係数データの前記第１の分解レベルをＰ１とし、前記第２ウエ
ーブレット係数データの前記第２の分解レベルをＰ２とし、前記相似比を１／２Ｐ３とし
た場合、Ｐ２＝Ｐ１－Ｐ３であり、
　前記画像合成処理は、さらに、
　　前記第１の分解レベルの前記第１ウエーブレット係数データについて前記ＲＯＩ係数
と前記非ＲＯＩ係数とを、前記第１の分解レベルの前記マスクデータに基づいて判別し、
前記第１の分解レベルの前記第１ウエーブレット係数データ中の前記ＲＯＩ係数と、前記
第２ウエーブレット係数データ中の係数とを合成する係数合成処理を行い、それにより、
画像サイズおよび分解レベルが前記第２ウエーブレット係数データと同じである合成済み
係数データを生成する、合成実行処理と、
　前記合成済み係数データに対して、分解レベルが所定の終了レベルになるまで逆ウエー
ブレット変換を行うことによって、合成画像データを生成する、逆ウエーブレット変換処
理と
を含み、
　前記データ供給システムは、前記符号化ビットストリームと、前記画像合成処理の前記
分解レベル変換処理において前記第１の分解レベルを指定するための合成制御データとを
出力する、
画像処理システム。
【手続補正２】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】請求項１７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【請求項１７】
　請求項１６に記載の画像処理システムであって、
　前記切り取り範囲決定処理は、
　　前記基礎マスクに基づいて、前記ＲＯＩを含む矩形の最小範囲を特定する、最小範囲
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特定処理と、
　　前記初期の分解レベルと前記第１の分解レベルとのうちで高い方の分解レベルである
最高分解レベルのウエーブレット平面の最も分解された最上位帯域成分において、前記最
小範囲に対応する範囲を追跡最小範囲として特定する、追跡処理と、
　　前記追跡最小範囲内のウエーブレット係数を算出するために必要なデータが、切り取
り前の前記第１基礎画像のどの範囲に存在するのかを特定する、必要範囲特定処理と
を含み、
　前記必要範囲特定処理によって特定された前記範囲を、前記切り取り範囲に設定する、
画像処理システム。
【手続補正３】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】請求項３３
【補正方法】変更
【補正の内容】
【請求項３３】
　請求項３１に記載の画像処理システムであって、
　前記マスク復元条件は、ｎを整数として、
　　前記第２ウエーブレット平面において２ｎ番目のデータが前記ＲＯＩに対応付けられ
るように前記第２マスクを形成するための第１復元条件と、
　　前記第２ウエーブレット平面において｛２ｎ＋１｝番目のデータが前記ＲＯＩに対応
付けられるように前記第２マスクを形成するための第２復元条件と
を含み、
　前記逆ウエーブレット変換にDaubechies９×７フィルタが使用される場合、前記マスク
調整指示の下、
　　前記第１復元条件は、前記第１ウエーブレット平面の低域成分の｛ｎ－１｝番目から
｛ｎ＋１｝番目の全てのデータが前記第１マスクによって前記ＲＯＩに対応付けられ、且
つ、前記第１ウエーブレット平面の高域成分の｛ｎ－２｝番目から｛ｎ＋１｝番目の全て
のデータが前記第１マスクによって前記ＲＯＩに対応付けられていることを課し、
　　前記第２復元条件は、前記第１ウエーブレット平面の前記低域成分の｛ｎ－１｝番目
から｛ｎ＋２｝番目の全てのデータが前記第１マスクによって前記ＲＯＩに対応付けられ
、且つ、前記第１ウエーブレット平面の前記高域成分の｛ｎ－２｝番目から｛ｎ＋２｝番
目の全てのデータが前記第１マスクによって前記ＲＯＩに対応付けられていることを課す
、
画像処理システム。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００９】
　本発明の一態様によれば、第１対象画像中のＲＯＩ（関心領域）と第２対象画像とを合
成する画像合成システムを含む画像処理システムが提供される。ここで、前記第２対象画
像は前記第１対象画像と相似形を成し、前記第１対象画像に対する前記第２対象画像の相
似比が１以下である。前記画像合成システムは、前記第１対象画像のデータである第１対
象画像データ用の符号化ビットストリームと、前記第２対象画像の源となる第２基礎画像
のデータである第２基礎画像データと、合成具合を制御するための合成制御データとを取
得する。ここで、前記符号化ビットストリームの生成処理は、前記第１対象画像データに
対して、予め設定された初期の分解レベルまで、ウエーブレット変換を行うことによって
、第１ウエーブレット係数データを生成する、ウエーブレット変換処理と、前記第１ウエ
ーブレット係数データについて前記ＲＯＩに関与するＲＯＩ係数と非ＲＯＩに関与する非
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ＲＯＩ係数とを判別するためのマスクのデータであるマスクデータを生成する、マスク生
成処理と、前記マスクデータに基づいて前記第１ウエーブレット係数データ中の前記ＲＯ
Ｉ係数と前記非ＲＯＩ係数とを判別し、前記非ＲＯＩ係数が０になるように前記第１ウエ
ーブレット係数データに対して量子化を行い、それにより量子化ウエーブレット係数デー
タを生成する、量子化処理と、前記量子化ウエーブレット係数データを符号化して符号化
データを生成する符号化処理と、前記符号化データから前記符号化ビットストリームを生
成するビットストリーム生成処理とを含む。前記画像合成システムは、前記符号化ビット
ストリームから前記符号化データを抽出するビットストリーム解析部と、前記符号化デー
タを復号化して前記量子化ウエーブレット係数データを生成する復号化部と、前記量子化
ウエーブレット係数データを構成する各データの値が０であるか否かを判別することによ
って、前記量子化ウエーブレット係数データ中の前記ＲＯＩ係数と前記非ＲＯＩ係数とを
判別し、判別結果に基づいて前記初期の分解レベルの前記マスクデータを再現する、マス
ク再現部と、前記量子化ウエーブレット係数データに対して逆量子化を行うことによって
、前記初期の分解レベルの前記第１ウエーブレット係数データを生成する、逆量子化部と
、前記第１ウエーブレット係数データおよび前記マスクデータを、前記初期の分解レベル
から、前記合成制御データによって指定された第１の分解レベルに変換する分解レベル変
換処理を行う、分解レベル変換部と、前記第２対象画像のデータである第２対象画像デー
タに対して、前記第１の分解レベルおよび前記相似比に応じて決まる第２の分解レベルま
で前記ウエーブレット変換を行うことによって、第２ウエーブレット係数データを生成す
る、ウエーブレット変換部とを含む。ここで、前記第１ウエーブレット係数データの前記
第１の分解レベルをＰ１とし、前記第２ウエーブレット係数データの前記第２の分解レベ
ルをＰ２とし、前記相似比を１／２Ｐ３とした場合、Ｐ２＝Ｐ１－Ｐ３である。前記画像
合成システムは、さらに、前記第１の分解レベルの前記第１ウエーブレット係数データに
ついて前記ＲＯＩ係数と前記非ＲＯＩ係数とを、前記第１の分解レベルの前記マスクデー
タに基づいて判別し、前記第１の分解レベルの前記第１ウエーブレット係数データ中の前
記ＲＯＩ係数と、前記第２ウエーブレット係数データ中の係数とを合成する係数合成処理
を行い、それにより、画像サイズおよび分解レベルが前記第２ウエーブレット係数データ
と同じである合成済み係数データを生成する、合成実行部と、前記合成済み係数データに
対して、分解レベルが所定の終了レベルになるまで逆ウエーブレット変換を行うことによ
って、合成画像データを生成する、逆ウエーブレット変換部とを含む。
【手続補正５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１２】
【図１】実施の形態１について、画像処理システムの概念図である。
【図２】実施の形態１について、画像処理システムを説明するブロック図である。
【図３】実施の形態１について、データ供給システムを説明するブロック図である。
【図４】実施の形態１について、Ｍａｌｌａｔ型のウエーブレット平面を説明する図であ
る（分解レベル１）。
【図５】実施の形態１について、Ｍａｌｌａｔ型のウエーブレット平面を説明する図であ
る（分解レベル２）。
【図６】実施の形態１について、Ｍａｌｌａｔ型のウエーブレット平面を説明する図であ
る（分解レベル３）。
【図７】実施の形態１について、マスク生成部を説明するブロック図である。
【図８】実施の形態１について、第１基礎画像の例を示す図である。
【図９】実施の形態１について、基礎マスクの例を示す図である。
【図１０】実施の形態１について、展開マスクを説明する図である（分解レベル１）。
【図１１】実施の形態１について、展開マスクを説明する図である（分解レベル２）。
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【図１２】実施の形態１について、展開マスクを説明する図である（分解レベル３）。
【図１３】実施の形態１について、マスク展開処理を説明するフローチャートである。
【図１４】実施の形態１について、ウエーブレット変換に５×３フィルタが使用される場
合のマスク展開処理を説明する図である。
【図１５】実施の形態１について、ウエーブレット変換にDaubechies９×７フィルタが使
用される場合のマスク展開処理を説明する図である。
【図１６】実施の形態１について、データ供給システムの動作を説明するフローチャート
である。
【図１７】実施の形態１について、画像合成システムを説明するブロック図である。
【図１８】実施の形態１について、マスク再現処理を説明するフローチャートである。
【図１９】実施の形態１について、分解レベル変換部を説明するブロック図である。
【図２０】実施の形態１について、マスク復元処理を説明するフローチャートである。
【図２１】実施の形態１について、ウエーブレット変換に５×３フィルタが使用される場
合のマスク復元処理を説明する図である。
【図２２】実施の形態１について、ウエーブレット変換にDaubechies９×７フィルタが使
用される場合のマスク復元処理を説明する図である。
【図２３】実施の形態１について、係数合成処理（第１係数合成処理）を説明するフロー
チャートである。
【図２４】実施の形態１について、係数合成処理（第２係数合成処理）を説明するフロー
チャートである。
【図２５】実施の形態１について、画像合成システムの動作を説明するフローチャートで
ある。
【図２６】実施の形態１について、画像合成システムの動作を説明するフローチャートで
ある。
【図２７】実施の形態２について、分解レベル変換部を説明するブロック図である。
【図２８】実施の形態２について、分解レベル変換部の動作を説明するフローチャートで
ある。
【図２９】実施の形態３について、データ供給システムを説明するブロック図である。
【図３０】実施の形態３について、画像合成システムを説明するブロック図である。
【図３１】実施の形態３について、データ供給システムの動作を説明するフローチャート
である。
【図３２】実施の形態３について、画像合成システムの動作を説明するフローチャートで
ある。
【図３３】実施の形態４について、データ供給システムを説明するブロック図である。
【図３４】実施の形態４について、画像合成システムを説明するブロック図である。
【図３５】実施の形態５について、画像合成システムを説明するブロック図である。
【図３６】実施の形態６について、切り取り範囲を説明するための図である。
【図３７】実施の形態６について、切り取り範囲を説明するための図である。
【図３８】実施の形態６について、切り取り範囲を説明するための図である。
【図３９】実施の形態６について、切り取り範囲を説明するための図である。
【図４０】実施の形態６について、切り取り範囲決定処理を説明するフローチャートであ
る。
【図４１】実施の形態６について、ウエーブレット変換で１画素分の出力を得るために必
要な画素の範囲を説明する図である（５×３フィルタ）。
【図４２】実施の形態６について、ウエーブレット変換で１画素分の出力を得るために必
要な画素の範囲を説明する図である（５×３フィルタ）。
【図４３】実施の形態６について、ウエーブレット変換で１画素分の出力を得るために必
要な画素の範囲を説明する図である（Daubechies９×７フィルタ）。
【図４４】実施の形態６について、ウエーブレット変換で１画素分の出力を得るために必
要な画素の範囲を説明する図である（Daubechies９×７フィルタ）。
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【図４５】実施の形態６について、追跡最小範囲を説明するための図である。
【図４６】実施の形態６について、追跡最小範囲の左上端座標の求め方を説明するフロー
チャートである（５×３フィルタ）。
【図４７】実施の形態６について、追跡最小範囲の右下端座標の求め方を説明するフロー
チャートである（５×３フィルタ）。
【図４８】実施の形態６について、追跡最小範囲の左上端座標の求め方を説明するフロー
チャートである（Daubechies９×７フィルタ）。
【図４９】実施の形態６について、追跡最小範囲の右下端座標の求め方を説明するフロー
チャートである（Daubechies９×７フィルタ）。
【図５０】実施の形態６について、必要範囲（切り取り範囲）の求め方を説明するフロー
チャートである（５×３フィルタ）。
【図５１】実施の形態６について、必要範囲（切り取り範囲）の求め方を説明するフロー
チャートである（Daubechies９×７フィルタ）。
【図５２】実施の形態６について、データ供給システムを説明するブロック図である。
【図５３】実施の形態６について、マスク生成部を説明するブロック図である。
【図５４】実施の形態６について、画像合成システムを説明するブロック図である。
【図５５】実施の形態６について、データ供給システムの動作を説明するフローチャート
である。
【図５６】実施の形態６について、データ供給システムの動作を説明するフローチャート
である。
【図５７】実施の形態６について、画像合成システムの動作を説明するフローチャートで
ある。
【図５８】実施の形態６について、画像合成システムの動作を説明するフローチャートで
ある。
【図５９】実施の形態７について、画像合成の概念図である。
【図６０】実施の形態７について、逆ウエーブレット変換部を説明するブロック図である
。
【図６１】実施の形態８について、画像合成の概念図である。
【図６２】実施の形態８について、画像合成の概念図である。
【図６３】実施の形態８について、画像合成の概念図である。
【図６４】実施の形態８について、画像合成システムを説明するブロック図である。
【図６５】実施の形態８について、画像合成システムの動作を説明するフローチャートで
ある。
【図６６】実施の形態９について、画像合成の概念図である。
【図６７】実施の形態９について、画像合成システムを説明するブロック図である。
【図６８】実施の形態９について、画像合成システムの動作を説明するフローチャートで
ある。
【図６９】実施の形態１０について、供給システムを説明するブロック図である。
【図７０】実施の形態１０について、画像処理装置を説明するハードウェア構成図である
。
【手続補正６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２１】
　Ｉ／Ｆ３３，４３は、通信インターフェースに加えてまたは代えて、外部記憶媒体用の
インターフェースを含んでもよい。その場合、供給側装置３０と合成側装置４０との間の
情報伝達は外部記憶媒体を介して行うことが可能であり、その外部記憶媒体が装置３０，
４０間に介在する媒体５０に該当する。
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【手続補正７】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００３８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００３８】
　分解レベル１において、帯域成分ＬＬ１は画像の本質的な情報に対応する。なお、帯域
成分ＬＬ１によれば、分解前の画像の１／４のサイズの画像（換言すれば、分解前の画像
に対する縮小比が１／２の画像）を提供可能である。帯域成分ＨＬ１は垂直方向に伸びる
エッジの情報に対応し、帯域成分ＬＨ１は水平方向に伸びるエッジの情報に対応する。帯
域成分ＨＨ１は斜め方向に伸びるエッジの情報に対応する。これらの点は他の分解レベル
についても同様である。例えば、分解レベル２の帯域成分ＬＬ２，ＨＬ２，ＬＨ２，ＨＨ
２は、分解前の帯域成分ＬＬ１を原画像と見なした場合における帯域成分ＬＬ１，ＨＬ１
，ＬＨ１，ＨＨ１とそれぞれ同様の関係にある。
【手続補正８】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００５３
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００５３】
　第１基礎画像６０の全範囲に対応する基礎マスク７０を、図９に示す。基礎マスク７０
は、第１基礎画像６０中の各画素がＲＯＩ６０ａと非ＲＯＩ６０ｂのどちらに属するのか
を示す画像として理解できる。基礎マスク７０は、第１基礎画像６０中のＲＯＩ６０ａお
よび非ＲＯＩ６０ｂに対応するＲＯＩ対応部分７０ａおよび非ＲＯＩ対応部分７０ｂを有
している。図９において、白抜き部分がＲＯＩ対応部分７０ａであり、黒塗り部分が非Ｒ
ＯＩ対応部分７０ｂである。
【手続補正９】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００５５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００５５】
　＜マスク展開部１０５２＞
　マスク展開部１０５２はマスク展開処理を行う。具体的には、マスク展開部１０５２は
、基礎マスクのＲＯＩ対応部分および非ＲＯＩ対応部分を、第１ウエーブレット係数デー
タＡ２１に含まれる各帯域成分用に（換言すれば、第１ウエーブレット係数データＡ２１
に対応するウエーブレット平面に含まれる各帯域成分用に）展開する。このようなマスク
展開処理によって、第１ウエーブレット係数データＡ２１用のマスクである展開マスクが
生成される。マスクの展開に関しては、例えば特許文献６，７および非特許文献１を参照
。
【手続補正１０】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００７５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００７５】
　特に、ビットストリーム生成部１０７０は、図３に示すように、合成制御データＣ５０
を取得し、合成制御データＣ５０も符号化ビットストリームＡｂｓに埋め込む。合成制御
データＣ５０は、合成システム２１での画像合成処理において合成具合を制御するための
データである。ここでは、合成制御データＣ５０は、供給システム１１の側に設けられた
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操作部３２にユーザが入力することによって、供給システム１１に供給される。
【手続補正１１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００９２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００９２】
　すなわち、上記のように量子化ウエーブレット係数データＡ２２は、第１ウエーブレッ
ト係数データＡ２１のうちで非ＲＯＩ係数の量子化後の値が０になるように、生成されて
いる。かかる点に鑑み、マスク再現部１２３０は、量子化ウエーブレット係数データＡ２
２を構成する各データの値が０であるか否かを判別することによって、量子化ウエーブレ
ット係数データＡ２２中のＲＯＩ係数と非ＲＯＩ係数とを判別する（図１８のマスク再現
処理Ｓ１０のステップＳ１１参照）。そして、マスク再現部１２３０は、判別結果に基づ
いて、量子化ウエーブレット係数データＡ２２に対応する上記展開マスクのデータである
マスクデータＢ２１を再現する（図１８のマスク再現処理Ｓ１０のステップＳ１２，Ｓ１
３参照）。
【手続補正１２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０１２８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０１２８】
　第１復元条件：第１ウエーブレット平面の低域成分のｎ番目のデータが第１マスクによ
ってＲＯＩに対応付けられ、且つ、第１ウエーブレット平面の高域成分の｛ｎ－１｝番目
とｎ番目との全てのデータが第１マスクによってＲＯＩに対応付けられている場合、第２
ウエーブレット平面において２ｎ番目のデータがＲＯＩに対応付けられるように、第２マ
スクを形成する。
【手続補正１３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０１３８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０１３８】
　第１復元条件：第１ウエーブレット平面の低域成分のｎ番目のデータが第１マスクによ
ってＲＯＩに対応付けられ、且つ、第１ウエーブレット平面の高域成分の｛ｎ－１｝番目
とｎ番目とのうちの少なくとも１つのデータが第１マスクによってＲＯＩに対応付けられ
ている場合、第２ウエーブレット平面において２ｎ番目のデータがＲＯＩに対応付けられ
るように、第２マスクを形成する。
【手続補正１４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０１４０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０１４０】
　＜５×３フィルタの場合のマスク調整指示＃７＞
　マスク調整指示＃７（ＭＯＤＥ＝ＬＨ、且つ、ＬＳＥＬ＝ＯＲ、且つ、ＨＳＥＬ＝ＯＲ
）によれば、第１復元条件および第２復元条件は次のように規定される。
【手続補正１５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０１４１
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【補正方法】変更
【補正の内容】
【０１４１】
　第１復元条件：第１ウエーブレット平面の低域成分のｎ番目のデータが第１マスクによ
ってＲＯＩに対応付けられ、且つ、第１ウエーブレット平面の高域成分の｛ｎ－１｝番目
とｎ番目とのうちの少なくとも１つのデータが第１マスクによってＲＯＩに対応付けられ
ている場合、第２ウエーブレット平面において２ｎ番目のデータがＲＯＩに対応付けられ
るように、第２マスクを形成する。
【手続補正１６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０１４６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０１４６】
　第１復元条件：第１ウエーブレット平面の低域成分の｛ｎ－１｝番目から｛ｎ＋１｝番
目の全てのデータが第１マスクによってＲＯＩに対応付けられ、且つ、第１ウエーブレッ
ト平面の高域成分の｛ｎ－２｝番目から｛ｎ＋１｝番目の全てのデータが第１マスクによ
ってＲＯＩに対応付けられている場合、第２ウエーブレット平面において２ｎ番目のデー
タがＲＯＩに対応付けられるように、第２マスクを形成する。
【手続補正１７】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０１５１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０１５１】
　＜Daubechies９×７フィルタの場合のマスク調整指示＃４＞
　マスク調整指示＃４（ＭＯＤＥ＝Ｌ、且つ、ＬＳＥＬ＝ＯＲ）によれば、第１復元条件
および第２復元条件は次のように規定される。
【手続補正１８】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０１５５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０１５５】
　第１復元条件：第１ウエーブレット平面の低域成分の｛ｎ－１｝番目から｛ｎ＋１｝番
目の全てのデータが第１マスクによってＲＯＩに対応付けられ、且つ、第１ウエーブレッ
ト平面の高域成分の｛ｎ－２｝番目から｛ｎ＋１｝番目のうちの少なくとも１つのデータ
が第１マスクによってＲＯＩに対応付けられている場合、第２ウエーブレット平面におい
て２ｎ番目のデータがＲＯＩに対応付けられるように、第２マスクを形成する。
【手続補正１９】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０１５８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０１５８】
　第１復元条件：第１ウエーブレット平面の低域成分の｛ｎ－１｝番目から｛ｎ＋１｝番
目のうちの少なくとも１つのデータが第１マスクによってＲＯＩに対応付けられ、且つ、
第１ウエーブレット平面の高域成分の｛ｎ－２｝番目から｛ｎ＋１｝番目のうちの少なく
とも１つのデータが第１マスクによってＲＯＩに対応付けられている場合、第２ウエーブ
レット平面において２ｎ番目のデータがＲＯＩに対応付けられるように、第２マスクを形
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成する。
【手続補正２０】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０１７４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０１７４】
　合成実行処理では、合成実行部１２７０は、第１の分解レベルの第１ウエーブレット係
数データＡ６１についてＲＯＩ係数と非ＲＯＩ係数とを、第１の分解レベルのマスクデー
タＢ６１に基づいて判別する（係数判別処理）。そして、判別結果に基づいて、合成実行
部１２７０は、第１ウエーブレット係数データＡ６１中のＲＯＩ係数と、第２ウエーブレ
ット係数データＤ６１中の係数とを合成する（係数合成処理）。それにより、合成実行部
１２７０は合成済み係数データＥ６１を生成する。
【手続補正２１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０２０７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０２０７】
　処理フローＳ２４０は、合成制御データＣ５０によって指定された第１の分解レベルと
、第１ウエーブレット係数データＡ２１の初期の分解レベルとの大小関係に関わらず、実
行される。なお、上記問題点を解消するためには、第１の分解レベルと初期の分解レベル
とが等しい場合にも処理フローＳ２４０が実行されることが、好ましい。
【手続補正２２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０２２７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０２２７】
　なお、図３５を応用すれば、第１の分解レベルの指示が供給システム１１に入力され、
マスク調整指示が合成システム２１Ｅに入力されるといった形態、および、その逆の形態
も実現可能である。
【手続補正２３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０２７１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０２７１】
　ステップＳ５５２においてｒがＢＸ２またはＢＹ２ではないと判別された場合（換言す
れば、ｒが追跡最小範囲８２の左上端座標であると判別された場合）、ステップＳ５５３
においてパラメータｓ＝２ｒ－２に設定される。これに対し、ステップＳ５５２において
ｒがＢＸ２またはＢＹ２であると判別された場合（換言すれば、ｒが追跡最小範囲８２の
右下端座標であると判別された場合）、ステップＳ５５４においてｓ＝２ｒ＋２に設定さ
れる。
【手続補正２４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０２９９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０２９９】
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　マスク生成ステップＳ１２００Ｆによれば、基礎マスク生成ステップＳ１２０１におい
て、基礎マスク生成部１０５１が基礎マスクデータＢ１０を生成する。次に、切り取り範
囲決定ステップＳ１２０３において、切り取り範囲決定部１０５３が切り取り範囲８３を
決定する。そして、マスク切り取りステップＳ１２０４において、マスク切り取り部１０
５４が、基礎マスクデータＢ１０から、展開マスク用の原マスクデータＢ２０を生成する
。次に、マスク展開ステップＳ１２０２において、マスク展開部１０５２が、原マスクデ
ータＢ２０に対してマスク展開処理を行い、展開マスクデータＢ２１を生成する。
【手続補正２５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０３０４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０３０４】
　第２基礎画像切り取りステップＳ２２０３では、第２画像切り取り部１３１０が、ステ
ップＳ２１０２Ｆで抽出された切り取り範囲特定データＦ５０に基づいて、第２基礎画像
データＤ１０から第２対象画像データＤ５０を切り取る。このため、ステップＳ２２０３
は、ステップＳ２１０２Ｆの後に実行される。ステップＳ２２０３の後、ウエーブレット
変換ステップＳ２２０２が実行される。
【手続補正２６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０３１１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０３１１】
　＜図４６のステップＳ５１４について（５×３フィルタ）＞
　図４６のステップＳ５１２においてパラメータｑ、すなわち最小範囲８１の左端座標Ａ
Ｘ１または上端座標ＡＹ１が奇数と判別された場合、図１４を参照して低域成分の左側（
上側に相当）の出力をｐとすると、
　　ｑ＝２ｎ＋１　…（式１）
　　ｐ＝ｎ　　　　…（式２）
　これを解くと、ｐ＝（ｑ－１）／２となる（式３）。これはステップＳ５１４に係る上
記式になる。
【手続補正２７】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０３４９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０３４９】
　図６１～図６３から分かるように、第２対象画像の画像サイズを制御することによって
、合成画像の画像サイズを制御できる。図６１～図６３の例から、次の知見が得られる。
【手続補正２８】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０３７１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０３７１】
　実施の形態９によれば、合成画像の画像サイズを制御することができ、原画像よりも小
さいサイズの合成画像を得ることができる。なお、実施の形態９は実施の形態２等と組み
合わせ可能であり、それにより実施の形態２等と同様の効果を得ることができる。
【手続補正２９】
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【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０３７５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０３７５】
　合成部１１００によって生成された合成画像データＥ１００に基づいて、供給システム
１１Ｊの側の表示部３１（図２参照）に表示動作を行わせることによって、第１対象画像
中のＲＯＩと第２対象画像との合成画像を表示できる。このため、例えば、合成システム
２１に符号化ビットストリームＡｂｓを供給する前に（換言すれば、符号化データＡ５０
を供給する前に）、供給システム１１Ｊの側において合成画像を確認することができる。
特に、合成制御データＣ５０に応じた合成具合を確認することができる。
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